
 

 

 

 

那覇市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険  

サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱  

  

（趣旨）  

第１条 この要綱は、平成１２年５月１日老発第４７４号厚生労働省老健局長通

知別添２「社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係

る利用者負担額軽減制度実施要綱」（以下「局長通知」という。）及び那覇市

補助金等交付規則に定めるもののほか、社会福祉法人等による生計困難者に対

する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業の実施に関し必要な

事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。  

（１）市民税非課税 当該年度（４月から７月においては前年度）における市

民税が本人について課されていないか免除されていることをいう。  

（２）旧措置入所者 介護保険法施行法（平成９年法律第１２４号。以下「施

行法」という。）第１３条第１項に規定する入措置入所者。  

（３）利用者負担額 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）に定める居宅サービス又は施設サービスに係る利用者負担額をいう。  

（４）訪問介護 法第８条第２項に規定する訪問介護。  

（５）通所介護 法第８条第７項に規定する通所介護。  

（６）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 法第８条１５項に規定する定期巡  

回・随時対応型訪問介護看護。  

（７）夜間対応型訪問介護 法第８条第１６項に規定する夜間対応型訪問介護。 

（８）地域密着型通所介護 法第８条第１７項に規定する地域密着型通所介護。 

（９）認知症対応型通所介護 法第８条第１８項に規定する認知症対応型通所  

介護。  

（１０）介護予防認知症対応型通所介護 法第８条の２第１３項に規定する介

護予防認知症対応型通所介護。  

（１１）小規模多機能型居宅介護 法第８条第１９項に規定する小規模多機能

型居宅介護。  

（１２）介護予防小規模多機能型居宅介護 法第８条の２第１４項に規定する

介護予防小規模多機能型居宅介護。  

（１３）短期入所生活介護 法第８条第９項に規定する短期入所生活介護。  

（１４）介護予防短期入所生活介護 法第８条の２第９項に規定する介護予防  

短期入所生活介護。  



 

 

 

 

（１５）看護小規模多機能型居宅介護 法第８条第２３項の１に規定する複合  

型サービス。  

（１６）第一号訪問事業 法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第一  

号訪問事業。  

（１７）第一号通所事業 法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第一  

号通所事業。  

（１８）介護福祉施設サービス 法第８条第２６項に規定する介護福祉施設サ  

ービス。  

（１９）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 法第８条第２２項に規

定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護。  

（対象者）  

第３条 この事業の対象者は、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が市民

税非課税であって、以下の各号のすべてに該当する者のうち、その者の収入や

世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難なものとして市長が

認めた者及び生活保護受給者とする。  

なお、施行法第１３条に基づく旧措置入所者に関する経過措置により利用者

負担割合が５％以下の者については、本事業の対象としない。ただし、施行法

第１３条に基づく旧措置者に関する経過措置により利用者負担額が５％以下

であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対

象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担

額について軽減の対象とする。  

（１）年間収入（援助・仕送り、生命保険の給付金及び解約返戻金、恩給、年

金生活者支援給付金、障害年金、遺族年金等非課税年金を含む）が単身世帯

で１５０万円、世帯員が１人増えるごとに５０万円を加算した額以下である

こと。  

（２）預貯金等の額が単身世帯で３５０万円、世帯員が１人増えるごとに１０

０万円を加算した額以下であること。  

（３）世帯がその住居の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以

外に利用し得る資産を所有していないこと。  

（４）負担能力のある親族等に扶養されていないこと。  

（５）介護保険料を滞納していないこと。  

（社会福祉法人等による申出）  

第４条 局長通知３（１）の規定により社会福祉法人等が行う申出は、「低所得

者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減の実施申出書」（第１号

様式）により行うものとする。  



 

 

 

 

（対象サービス及び軽減内容）  

第５条 利用者負担の軽減の対象となるサービスは、法に定める次の各号のとお

りとする。  

（１）訪問介護  

（２）通所介護  

（３）定期巡回・随時対応型訪問介護看護  

（４）夜間対応型訪問介護  

（５）地域密着型通所介護  

（６）認知症対応型通所介護  

（７）介護予防認知症対応型通所介護  

（８）小規模多機能型居宅介護  

（９）介護予防小規模多機能型居宅介護  

（１０）短期入所生活介護  

（１１）介護予防短期入所生活介護  

（１２）看護小規模多機能型居宅介護  

（１３）第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業  

（１４）第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業（自己負担割  

合が保険給付と同様のものに限る。）  

（１５）介護福祉施設サービス  

（１６）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  

２ 前項の各号に係る利用者負担額並びに食費及び居住費（滞在費）及び宿泊費

に係る利用者負担額とし、前条の規定による申し出を行った社会福祉法人等の

事業所単位で提供するサービスについて利用者負担の軽減を行うものとする。 

  なお、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介

護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費（滞

在費）については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定

入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。  

（減額の適用順位）  

第６条 この要綱に関わる利用者の負担軽減の順位は、本事業に基づく軽減制度

適用後、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費を適用するものとす

る。その際、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型介護老人福祉施

設、介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅

介護を利用する利用者負担段階第二段階の者のサービス費に係る利用者負担

については、高額介護サービス費適用により、本事業に基づく軽減を上回る軽

減がなされることから、当該部分については本事業の軽減の対象としなくても



 

 

 

 

よいものとする。また、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サ

ービス費との関係においては、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護

予防サービス費支給後の利用者負担額について本事業に基づく軽減制度の適

用を行うものとする。また、障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援

措置事業との適用関係については、先に障害者ホームヘルプサービス利用者に

対する支援措置事業の適用を行い、その後必要に応じて本事業に基づく適用を

行うものとする。  

（確認証の交付申請）  

第７条 この事業による軽減を受けようとする者は、「社会福祉法人等による利

用者負担額軽減対象確認申請書」（第２号様式）を市長に提出しなければなら

ない。  

（軽減の決定）  

第８条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容の審査を行い、利用者

負担の軽減対象者としての承認または不承認の決定をするものとする。この場

合において、承認の決定は、対象者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合

的に勘案し、利用者負担の４分の１（老齢福祉年金受給者は２分の１）軽減を

原則とし、免除は行わない。ただし、生活保護受給者については、利用者負担

の全額とする。  

（決定の通知）  

第９条 市長は、前条の規定により承認または不承認の決定をしたときは、「社

会福祉法人等による利用者負担額軽減対象決定通知書」（第３号様式）により、

当該申請に係る被保険者に通知するものとする。  

２ 市長は、軽減の対象になると認めた者に対して、「社会福祉法人等利用者負

担額軽減対象確認証」（第４号様式）（以下「確認証」という。）を交付する

ものとする。  

（軽減の実施）  

第１０条 前条の確認証の交付を受けた者（以下「対象者」という。）は、第５

条に規定するサービスを受けようとするときは、あらかじめ、当該サービスを

提供する社会福祉法人等に対して、確認証を提示するものとする。  

２ 社会福祉法人等は、前項の規定により確認証を提示した者については、確認

証の内容に基づき、利用者負担の軽減を行うものとする。  

（確認証の適用年月日及び有効期限）  

第１１条 確認証の適用年月日は、第７条により申請のあった日の属する月の初

日とし、有効期限は、確認証を交付した日の属する年の翌年の７月末日までと

する。ただし、申請が１月から７月までの間に行われた場合には、その申請の



 

 

 

 

あった日の属する年の７月末日とする。  

２ 法第１０条にいう介護保険の被保険者資格を取得したことによって対象者

となった者の申請が、介護保険資格取得日の属する月に行われた場合は、確認

証の適用年月日は当該介護保険資格の取得日とする。  

（確認証の更新）  

第１２条 確認証は、その交付期日に関わらず、毎年８月１日に更新するものと

する。  

２ 前項の規定により更新をしようとする対象者は、有効期限が満了する日まで

に更新の申請をしなければならない。  

３ 第７条の規定は、前項の更新の申請について準用する。  

（確認証の返還）  

第１３条 対象者は、次の各号に掲げる事由の一つに該当するときは、遅滞なく

確認証を市長に返還しなければならない。  

（１）本市の介護保険の被保険者資格を喪失したとき。  

（２）第３条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。  

（３）確認証の有効期限を満了したとき。  

（記載事項変更の届出）  

第１４条 対象者は、確認証の表面の記載事項に変更があったときは、その事実

があった日から１４日以内に確認証を添えて、市長にその旨を届出なければな

らない。  

（法人等に対する補助金の交付）  

第１５条 市長は、予算で定めるところにより、確認証の提示に基づき減免を行  

った法人等に対し補助金を交付するものとする。  

（交付対象経費）  

第１６条 この補助金の交付の対象となる経費は、（以下「対象経費」という。）、  

第８条の規定により対象事業所が利用者負担額を軽減した総額（本市被保険者

に係るものに限る。）のうち、対象事業所の本来受領すべき利用者負担収入（軽

減対象サービスに係るものに限る。また、生活保護受給者は除く）に対する割

合が１％を超える部分に相当する額とする。  

（交付率）  

第１７条 この補助金の補助率については、前条に規定する対象経費の２分の１

以内とする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉

施設に係る利用者負担額を軽減した社会福祉法人等について、軽減した総額の

うち対象事業所の本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が１０％を超

える部分については全額を補助する。  



 

 

 

 

（交付の条件）  

第１８条 この補助金の交付の決定については、次の条件が付されるものとする。

（１）事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、市長の承認を受

 けなければならない。  

（２）事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならな

い。  

（３）対象法人は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収

入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完

了後５年間保管しなければならない。  

（交付の申請）  

第１９条 この補助金の申請は「社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事  

業補助金交付申請書」（第５号様式）に関係書類を添えて、市長が定める期日

までに提出して行うものとする。  

（補助金の交付決定）  

第２０条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審

査し、補助することが適当であると認めたときは、予算の範囲内において補助

金の交付を決定し、社会福祉法人等（以下「補助事業者」）に通知するものと

する。  

（変更交付の申請）  

第２１条 前条の規定による補助金の交付決定をうけた補助事業者は、補助金の

交付決定後に申請の内容を変更し変更交付申請を行う場合には、市長が別に定め

る期日までに申請を行うものとする。  

（補助金の交付）  

第２２条 市長は第２０条に規定する決定通知を送付した後、補助事業者の請求

に基づき補助金を交付するものとする。  

（補助金の概算払）  

第２３条 市長は第２０条の規定に基づき交付決定を受けた補助事業者に対し

必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として概算払いを行う

ことができる。  

２ 補助事業者は、前項の規定による概算払いを受けようとするときは、補助金

概算払い請求書に補助金交付決定通知書を添えて市長に提出するものとする。 

（実績報告）  

第２４条 補助事業者は、当該年度の事業が完了したときは、「社会福祉法人等  

による利用者負担額軽減制度事業補助金交付事業実績報告書」（第６号様式）

による関係書類を添えて、３月３１日（第１８条第２号の規定により事業の中



 

 

 

 

止又は廃止の承認を得た場合には、当該承認を受けた１ヶ月を経過した日）ま

でに、市長に提出して行わなければならない。  

（補助金交付額の確定）  

第２５条 市長は前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の

審査により交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書（以下、「確

定通知書」）により補助事業者に通知する。  

（補助金の請求）  

第２６条 補助事業者は、確定通知書を受けたときは社会福祉法人等による利用

者負担軽減制度事業費補助金請求書により、補助金を請求するものとする。第

２３条の概算払いを受けているときは、確定額から概算払の額（以下「概算払

額」）を差し引いて請求するものとする。  

２ 概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する期日までにその差額

を概算払精算書により精算しなければならない。  

（補助金の返還）  

第２７条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた補助事業

者があるときは当該補助事業者に対して補助金の全部又は一部を返還させる

ことが出来る。  

（その他）  

第２８条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必要な事項は市長が  

別に定める。  

 

附 則  

 この要綱は、平成２０年２月１日から適用する。  

 

附 則  

この要綱は、平成２３年４月１９日から施行し、平成２３年４月１日から適用

する。  

 

附 則  

この要綱は、平成２４年４月１２日から施行し、平成２４年４月１日から適

用する。  

 

附 則  

  この要綱は、平成２８年３月３１日から施行し、平成２７年４月１日から適

用する。  



 

 

 

 

（経過措置）  

  この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）前に提出し、又は交付され

た第６条及び第８条並びに第１０条及び１１条の規定による申請書、通知書そ

の他の書類は、改正後の那覇市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介

護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の相当規定により

提出し、又は交付された申請書、通知書その他の書類とみなす。  

 

附 則  

１  この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  

２  平成２９年度においては、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可

能である旨を申し出た社会福祉法人については、第１４条に規定する助成措

置を受けることなく本事業を実施するものができるものとする。この場合も、

助成措置以外の実施方法は第１条～第２０条のとおりとする。  

  

附 則  

１ この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。  

２ 平成３０年１０月１日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止さ

れた者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護

（予防）サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、

引き続き第２条に該当する者については、軽減の程度を居住費以外にかかる

利用者負担については４分の１（老齢福祉年金受給者については２分の１）

とするとともに、居住費に係る利用者負担は全額とする。  

３ 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社

会福祉法人については、第１４条に規定する補助金を受けることなく本事業

を実施することができるものとする。この場合も、補助金以外の実施方法は

第 1 条から第２０条のとおりとする。  

（経過措置）  

    この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）前に提出し、又は公布さ

れた第６条及び第８条並びに第１０条及び第１１条の規定による申請書、通知

書その他の書類は、改正後の那覇市社会福祉法人等による生計困難者等に対す

る介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の相当規定に

より提出し、又は交付された申請書、通知書その他の書類とみなす。  

 

 附 則  

1 この要綱は、令和４年３月３１日から施行し、改正後の那覇市社会福祉法人



 

 

 

 

等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制

度事業実施要綱の規定は、令和３年４月１日から適用する。  

 

附則  

この要綱は、令和 7 年２月２１日から施行する。  

 


